
【説明に当たってのポイント】

・本研修は、学校における暑さ対策について、全ての教職員で共通理解を図り、
自校の熱中症対策について改めて確認し、児童生徒の健康・安全を守る
体制の整備に万全を期すことを目的に実施

・熱中症が発生する時期について、７～８月のイメージがあるが、
身体が暑さに慣れていない時期は気温がそれほど高くない状況下においても
熱中症が発生するリスクがあり、
令和５年は、十勝管内の学校において、５/25に11名、５/26に９名が
熱中症と見られる症状により、救急搬送される事案が発生

・北海道はほぼ全域が亜寒帯湿潤気候に属し、夏季は比較的涼しく過ごしやすい
地域とされてきたが、令和元年５月下旬は全道的に例のない高温となるなど、
（５/26 佐呂間39.5℃、帯広38.8℃、北見38.1℃）
近年は本州並みの暑さとなる日も記録

1



2



【説明に当たってのポイント】

・熱中症は命に関わる危険な病態

・予防法や応急処置を知ることで、発症の防止や重症化の回避が可能

3



4



【説明に当たってのポイント】

・令和５年８月は、初めて本道全域に熱中症警戒アラートが発表されるなど、
例年と比較して真夏日や猛暑日が増加し、救急搬送された児童生徒数は
過去５年間で最高

・令和５年度は夏季休業中の部活動での救急搬送も多く、
救急処置について全ての教職員の理解が必要
ポイントとして意識障害が疑われる場合はもちろんだが、
自力で水分を摂取できない場合も速やかな医療機関の
受診が必要【資料３参照】
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【説明に当たってのポイント】

・道教委では、学校における暑さ対策の一つとして、校長会やＰＴＡ等の
関係団体から意見を伺いながら、令和５年11月22日に「危機管理マニュアル
【熱中症】（例）の改訂について」を通知

・本通知のポイントの一つは「暑さ指数（WBGT）を用いて活動を判断」

・暑さ指数（WBGT）の単位は、気温と同じ「℃」を用いるが、
「気温」とは異なるものなので留意することが必要

・暑さ指数計による計測については、
①黒球に日射を当てること
②地上から1.1ｍ程度の高さで測定すること
（手で持つ、三脚を使う、鉄棒等にぶら下げるなど）

③壁等の近くを避けること
④値が安定してから（10分程度）測定値を読み取る
などのポイントに留意し、正しく計測することが必要
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【説明に当たってのポイント】

・熱中症の発生には、「湿度」が大きく影響
湿度が高い場所では汗が蒸発しにくく、身体から空気へ熱を放出する
能力が減少し、熱中症になりやすい

・暑さ指数、WBGTを用いて活動の実施を判断し、暑さ指数31℃以上では、
体育活動や部活動を「原則中止」とする取扱いを徹底

※自校の児童生徒は特に暑さに慣れていなく、暑さに弱いと考えるなどして、
自校の暑さ指数に基づく「運動の原則中止」の基準を別表より低い暑さ指数で
設定している場合は、その対応基準を確認
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【説明に当たってのポイント】

・環境省では、気温が著しく高くなり、熱中症による人への健康被害が生ずる
おそれがある場合、熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）を発表

・自校の地域で「熱中症警戒情報」が発表されたときには、臨時休業の実施を
総合的に検討
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【説明に当たってのポイント】

・環境省の「熱中症予防情報サイト」では、例年４月下旬から
10月下旬まで、全国の暑さ指数の実況値と予測値を情報提供
（令和６年度の暑さ指数の発表は、４/24開始予定）

・暑さ指数の予測値は２日前から情報提供され、学校では、
この予測を基に、必要に応じて対応を検討

・熱中症警戒アラートは、WBGTが33に達すると予測される場合に
前日17時と当日５時の１日２回発表
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【説明に当たってのポイント】

・急に暑くなる日や継続する暑さへの対応

□ 人間が上手に発汗できるようになるには、暑さへの慣れが必要

□ 暑い環境下での運動や作業を始めてから３～４日経つと、
汗がより早くから出るようになって、体温上昇を防ぐのが上手くなる

□ さらに３～４週間経つと、汗に無駄な塩分を出さないようになり、
熱けいれんや塩分欠乏による症状が生じるのを防ぐ

□ このようなことから、暑いときには無理をせず、徐々に暑さに
慣れるよう工夫することが大切
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